
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

            

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

発行/苫小牧市消費者被害防止ネットワーク事務局 

（苫小牧市市民生活部市民生活課消費生活担当 ☎32-6306） 

ＮＯ.３６ 令和６年９月２５日発行 
消費者被害防止 

消費者トラブルで困ったときは 苫小牧市消費者センターへ 
住所：苫小牧市若草町３-３-８ 市民活動センター３階 

受付：平日８時４５分～１７時１５分 

第２・第４金曜日は、２０時００分まで 

電話：３３－６５１０又は局番なし１８８ 
消費者庁 消費者ホットライン 188 

 イメージキャラクター イヤヤン  

【国民生活センター資料より】 

～簡単なタスクを行うだけで稼げる⁉詐欺にだまされないで～ 

SNS の広告などで「動画を見るだけ」

「“いいね”を押すだけ」「スタンプを送る

だけ」など簡単な“タスク”をこなすだけ

で稼げると誘われ、最初は少額の報酬を得

られていたが、その後様々な名目で金銭を

請求される。国民生活センターには、この

ような「SNS 副業トラブル」に関する相談

が前年度を上回るペースで寄せられてお

り、注意を呼び掛けています。 

このケースの相談には、 
・20 歳代の女性の割合が全体の 4 割を占めている。 
・最終的に暗号資産の投資に誘導するケースがあり、支払金額が大きくなる。 

といった特徴があります。 

苫小牧市消費者センターにも同様の相談が多数寄せられて

おり、令和５年度は 25 件、令和 6 年度は 8 月末現在で

11 件に上っています。 

「スキマ時間活用！」SNS 副業トラブル相談が増加 

※裏面に「手口の 

イメージ」を掲載 



 

 

                                                     

 

 

 

＊警察相談専用電話「#9110」 

生活の安全に関わる悩みごと・困りごと等、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番 

号の「＃9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総 

合窓口に接続されます。 

５．情報提供先 

・消費者庁（法人番号 5000012010024 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★消費者ホットライン 188（いやや！）  どちらも最寄りの相談窓口に 
★警察相談専用電話  ＃9110      つながります！ 


